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HPKI セカンド電子証明書による 

電子処方箋リモート署名サービス有償化に係る要望 

 

当協議会では、HPKI セカンド電子証明書による電子処方箋リモート署名サービスの有

償化に関して議論を重ね、令和 7 年 5 月 23 日付で別紙の厚生労働大臣宛て要望書を

厚生労働省医薬局長に提出しました。要望内容は以下の 2 点です。 

 

１． HPKI セカンド電子証明書による電子処方箋リモート署名サービス利用料有償化を 

見直すこと 

２． HPKI セカンド電子証明書による電子処方箋リモート署名サービス提供者に対する 

公的補助を再開すること 



 

上記の要望に対し、厚生労働省からは、「システム導入に対する補助金の支出は可能で

あるが、ランニングコストについては補助の対象外である。とはいえ、医薬局としては、医

療機関の負担を少しでも軽減できるよう、今後も方策の検討を進めたい」との回答があり

ました。 

しかしながら、貴団体よりお示しの現在のサービス利用料に関するご案内によると、

2025 年 4 月にクライアント証明書の申請を行った医療機関が 5 月末までに入金できな

い場合、6 月 1 日以降サービスの利用を停止するとされています。 

依然として厳しい経営状況に置かれている多くの病院にとって、本サービスの利用料負

担は決して軽視できるものではなく、重大な懸念事項となっています。 

つきましては、当面の間サービスの利用停止を猶予いただくとともに、貴団体におかれ

ましても厚生労働省に対して公的補助の必要性について強くご要望いただきたく、ここに

お願い申し上げます。 

何卒、病院の実情をご賢察のうえ、格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 


